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第１３回川薩地区法定合併協議会会議録 
 
 
開催年月日   平成１６年１月１５日（水） 
開 催 場 所   ホテルグリーンヒル（樋脇町） 
開      会   午後２時２５分 
閉      会   午後３時４８分 
出  席  者  
○ 川薩地区法定合併協議会会長及び委員出席者 

会  長    森     卓  朗       
     副会長    黒  瀬  一  郎           
     委  員    岩 下 早 人          今 村 妙 子     帯  田  博  美 

宮 脇 秀 隆     田 島 春 良     中 島 増 夫 
               石  塚  政  揮     上  野  一  誠     吹 田 紘 男  

森  薗  正  堂     北  迫      茂     和 田 国 昭 
古 里 貞 義          山 元 温 治          田 原 ハルエ 
今 村 松 男     里 永 十 藏     村 原 政 和 

               肥  後  耕  作     川 畑 ・ 二     平 林 徳 子 
               塩  田      至     平  嶺  道  夫     鷺  山  和  平 
               外 園 加 一     純 浦 勝 志     山 下 廣 江 

藏  元  欽一郎     中 能 重 行     長  濵  秀  徳 
          大  良  影  夫     西   仙 可     石 原 弘 子 

               町   弘 道     中 川 三 継     西 手 正 孝   
         宮   和 勇     日笠山 直 宏     宮 野 イネ子 

        尾  﨑  嗣  德          塩  釜  三  郎          中  野      捷 
        橋  野  利  邦          小 村 庄 昌          塩 釜 悦 子 
                                                                   以上４７名 

 
顧  問     西中須 浩 一        

 
○ 川西薩地区法定合併協議会委員欠席者                  

        今別府  哲  矢    岩  切  秀  雄     田 中 憲 夫                      
          宮 元 泰 子       福  元  忠  一    山  本  佐  敏 

田 島 忠 志 
                         以上 ７名 
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○ 専門部会長等 福 留 久 根    平    敏 孝     岩 下 晃 冶 
         村 尾 光 政    新   武 博     岩 下 満 志 
         本 田 憲 證    上 戸 健 次     木 原 研 一 

          
 
○ 川薩地区法定合併協議会事務局  

事務局長    田 中 良 二       
事務局次長 川 野 眞 司      
事務局員  森 園 一 春     村 岡 斎 哲     橋 口   堅 
      奥 平 幸 己     上須田 敏 秋     大 毛 昭 徳 
      井手上 和 洋     平   利 朗     久 米 道 秋 
      堀 切 良 一     田 代 健 一     古 川 太 司 
      古 川 英 利     江 口   洋     山 内 拓 也 
      堀之内 孝 充 
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会次第 

 

１．開 会 

 

２．会長あいさつ 

 

３．議 事 

 

（１）提案事項 

  提案第５４号 合併協定書案について 
   

（２）名付け親大賞等の選定（抽選） 

 

（３）報告事項 

 ① 第８回新市名称等検討小委員会の報告について      

 ② 薩摩川内市まちづくり計画について 
 ③ 事務の進捗状況について        
④ ９専門部会の進捗状況について              

⑤ 一部事務組合について            
⑤ 各市町村住民説明会日程（予定）について                 
  

（４）その他 

    ① 次回協議会の開催等について          
  ② 合併協定項目（４６項目）の協議状況      
  ③ 合併協議会スケジュール           
 
 

４．閉 会  
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司会者（川野眞司事務局次長） 
 会議に入ります前に、資料の確認をお願いいたします。 
 お手元の資料でございますが、資料１、協議会会次第。資料２、協議会資料。資料３－

１、合併協定書案。資料３－２、合併協定書案（新市地域情報化計画）。資料３－３、合併

協定書案（薩摩川内市まちづくり計画）。資料３－４、合併協定書案（参考資料）、資料３

－５、一部事務組合等の取扱い（その１）について。資料４、薩摩川内市応募者一覧表で

ございます。よろしいでしょうか。 
なお、資料４につきましては、協議会委員のみの配付となっております。また、資料４

につきましては、個人の住所、氏名等が記載されておりますので、プライバシー保護の観

点から会議終了後に回収いたしますので、机の上にそのまま置いておかれますようにお願

いいたします。 
それから携帯電話をお持ちの方につきましては、電源を切られるか、マナーモードにし

ていただくようにお願いいたします。 
 それでは、ただいまから第 13 回川薩地区法定合併協議会を開会いたします。 
 開会に当たりまして、当協議会の森会長にごあいさつをお願いいたします。 

 
森卓朗会長 

 皆様、新年あけましておめでとうございます。 
 今日は、正月 15 日を経過いたしまして、小正月ということになっております。まだま

だ年始のことでございますので、皆様方には大変何かとご多用中のこととは存じますけれ

ども、こうして第 13 回目の川薩地区法定合併協議会を開催いたしましたところ、万障繰

り合わせご出席をいただきまして、誠にありがとうございました。 
 今年は新春早々から、極めてお天気もよろしくて、皆様方にはお家族お揃いで、元気な

いい年をお迎えになったことだろうと思っているところでございます。本年１年が、皆様

方にとりましても、またこの１市４町４村の地域におきましても、全て平穏な、そして明

るい年になりますように、皆さん方とまずもってご祈念を申し上げたいと思う次第でござ

います。 
 ところで、１月 19 日から通常国会が始まりますが、これまでいろいろと小泉内閣が提

唱してまいりました行財政改革、特に三位一体の改革、あるいはまた、総理の諮問機関で

ございます地方制度調査会等におきます、合併等を含めたいろんな地方自治の組織に関わ

ります関係等につきましても、法制化されるのではなかろうかと、提案が予想されている

ところでございます。地方制度、あるいは規制緩和等の各種改革が、本年度以降、法制化

されていくと、具体化されていくというようでございます。 
 この動きを受けまして、県内でも今後の各市町村の行財政運営につきましては、昨年以

上に活発な協議が行われていくものと思われますが、住民福祉の向上がさらに発展的に進
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められますように、お互いにこの改革、変革の潮流に乗り遅れないように、潮流の変化を

見逃さないように、我々行政を預かる者といたしましては、十二分、配慮をしながらやっ

ていかなければならないと、かように思っているところでございます。 
 私ども川薩地区法定合併協議会では、そういう意味におきまして、長期的な展望に立ち

まして、長期的な利益とは何かの議論をしながら、地域全体の発展のための共通認識を築

いて、今日まできたところでございます。その集大成が、合併を迎えるということになっ

てきているところでございます。 
 また、地区コミュニティを中心とした住民活動を基に、各地域の持つ恵まれた資産、あ

るいは潜在力をフルに活用して、地域活力を向上させる基盤づくりの骨格を皆様にお示し

することになるわけでございますが、住民の皆様方をはじめ、関係者一丸となって、地域

をリードする、個性際立った魅力的な薩摩川内市になるための肉づけをしていく作業がこ

れからまた新たに始まるものでございます。 
 これまでの合併協議の集大成が、間もなく始まります、新市まちづくり計画等を中心に

いたしました住民説明会で説明がなされることになりますが、各市町村におかれましても、

先ほどから申し上げておりますとおり、三位一体の行財政改革の中で、新年度における地

方交付税の一層の削減方針、合併しない場合の単独市町村での財政運営などについて、住

民の皆様に充分説明をしていただくようにお願いを申し上げる次第であります。 
 また、一連の説明会では、薩摩川内市がさらに飛躍していくための礎を築くためのスタ

ート台となりますように、住民の皆様方には、是非、地区の説明会にご出席をいただきま

して、深い深いご理解と、長期的な視野での未来に何を、21 世紀の若者、次の世代を担う

子供達に残していくかどうかを議論いただければ、大変ありがたいと思う次第であります。 
 なお、大きな事務の進捗といたしましては、新市まちづくり計画につきましては、９市

町村の枠組みによります、薩摩川内市の計画といたしまして、12 月 24 日に法定協議会の

ご承認をいただきましたが、早速、合併特例法に定められました手続きに添って、１月５

日に総務省に直接提出をいたしたところでございまして、無事に受理されたところでござ

います。計画策定の一連の事務作業は全て終了ということに、これで相成ったところでご

ざいますので、ご報告を申し上げておきたいと存じます。 
 ところで、薩摩東部地区関連の一部事務組合の取扱いにつきましてでございますが、現

在の住民サービスの水準を落とすことなく、維持向上することを大前提といたしまして、

薩摩東部地区合併協議会との協議を、昨年暮れからも鋭意続けてきているところでござい

ますが、鹿児島県の調整案のご提示、ご指導もございまして、昨日夕刻、薩摩郡東部衛生

処理組合の管理者と、川薩地区法定合併協議会の管理者、私と協議をいたしまして、委託

方式として薩摩川内市施行後の日に、旧入来町と旧祁答院町の区域内の処理を東部衛生処

理組合のほうに委託することで了承を得たところでございます。 
 なお、川薩地区介護保険組合につきましては、一部事務組合を継続するということで、
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調整方針案でそれぞれ合意に達したところでございます。 
 なお、東部衛生処理組合の関係等につきましては、このあと、まだいろいろとご要望、

あるいは付帯条件等をつけておられますので、これらにつきましては、さらに両方で協議

をしていくことにいたしているところであります。 
 合併までに財産の取扱い等の協議等もございますので、県におかれましては、引き続き

温かいご指導を賜りますように、よろしくお願いを申し上げる次第でございます。 
 現在、本地区内での合併を巡る様々な動きもございますが、川薩地区法定合併協議会は、

９市町村の枠組みで、これまでに積み上げてきました共通認識のもとに立ちまして、これ

からも一丸となって、合併に向けた作業を継続してまいりたいと存じますので、委員各位

におかれましては、それぞれのお立場から、ご協力、ご支援、ご理解を賜りますように、

よろしくお願いを申し上げる次第であります。 
 終わりに当たりまして、本日もこの協議会のために、顧問をお引き受けいただいており

ます、県地方課の西中須合併推進室長様をはじめ、馬場川内総務事務所長さんにもご臨席

でございます。どうかひとつ本日もよろしくご指導賜りますようにお願い申し上げまして、

開会のごあいさつといたします。開会の時間が大変遅れましたことに対しましても、深く

お詫びを申し上げて、あいさつといたします。 

 
司会者（川野眞司事務局次長） 
 ありがとうございました。 
 それではここで会議の成立について申し上げます。協議会規約第 10 条の規定によりま

して、会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができないと規定されております。

本日の出席者数は 46名で半数を超えておりますので、この会議の成立を宣言いたします。 
 それでは協議会規約第 10 条の規定によりまして、会長は会議の議長を務めることにな

っておりますので、森会長に議長をよろしくお願いいたします。 

 
森卓朗会長 

 では、しばらく会議の運営上、座長を務めさせていただきます。着席のまま議事を進行

させていただきます。 
 まず傍聴者の皆様へ、今、お手元にお配りしてございます傍聴の心得をよくお読みにな

りまして、静かに傍聴していただきたいと存じます。 
 それでは、ただいまから協議に入りますが、議事録作成の点から、発言につきましては

発言の前に委員のお名前を言っていただいて、発言をしていただきますようにお願いをい

たします。 
 では早速、これから議事に入りますけれども、議案審議に入ります前に、ここで本日の

議事内容全般的に概略を説明しておきたいと存じますので、田中事務局長のほうから説明
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をいたさせます。事務局長。 

 
田中良二事務局長 

 事務局の田中でございます。本日の資料２の１ページをお願いいたします。 
 本日の３番目に議事がございますが、３が議事でございますが、（１）が提案事項、１件

でございます。提案第 54 号、合併協定書案でございます。本日は案の概要と、これまで

との変更点の説明をいたしますが、各市町村への持ち帰りとなります。 
 （２）が名付け親大賞の選定（抽選）でございます。新市名称として薩摩川内市に応募

されました 792 名の皆様の中から、本日、名付け親大賞１名と、名付け親賞 10 名の抽選

を行い、選定いたします。 
 それから（３）の報告事項が６件でございます。新規的なものといたしましては、①の

第８回新市名称等検討小委員会の報告につきましては、12 月 24 日の協議結果をご報告い

たします。 
 それから②の薩摩川内市まちづくり計画につきましては、先ほど会長のごあいさつにご

ざいましたとおり、新市のまちづくり計画を総務省へ直接提出し、受理されましたことを

担当が報告いたします。 
 それから⑥の各市町村住民説明会の日程につきましては、一部日程の変更をお知らせい

たします。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 
森卓朗会長 

 ただいま本日の会議の全般的な協議内容等について、ご説明を申し上げました。 
 では、ただいまから提案事項につきまして、協議をしてまいります。 
 まず提案第 54 号、合併協定書案についてを議題といたします。事務局の説明をお願い

します。 

 
田中良二事務局長 

 事務局の田中でございます。資料２の５ページをお開き下さい。 
 提案第 54 号、合併協定書案について、次のとおり提案するものでございます。 
 内容は別紙によりまして、後ほど詳しく説明いたします。 
 この次のページの６ページをお開き下さい。スケジュールを申し上げます。 
 この合併協定書案は、本日、１月 15 日の提案でございますけれども、各市町村への持

ち帰りとなりまして、２月 19 日の法定協におきまして承認をいただきたいと考えており

ます。なお、２月 19 日は調印式の当日となります。 
 なお、この提案内容につきまして、各市町村の意見につきましては、１月 21 日までに
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報告していただき、１月 22 日の幹事会で取りまとめ、１月 29 日の法定協に報告予定でご

ざいます。本件につきましては、先の幹事会でお願いしたところでございます。 
 それでは、資料といたしまして資料の３－１をお願いいたします。資料の３－１が合併

協定書の案でございます。 
 なお、本日の配布の関連資料といたしましては、たくさんございますが、資料の３－１

関連が、３－２から３－５までが合併協定書案の関連資料となります。 
 それではまず資料の３－１の表紙をお開き下さい。お開きいただきますと、左のページ

が目次となっております。 
 昨年、７月 10 日から 12 月 24 日の間に、12 回の法定協と８回の新市名称検討小委員会

におきまして、慎重審議されました 46 項目の列記でございます。 
 そして１ページの冒頭には、合併協定項目の１番目、合併の方式がございますけれども、

法定協で承認されました 46 項目の調整方針を順次記載しております。 
 それでは主なところだけ申し上げますが、この資料の３ページと４ページをお願いしま

す。 
 12 番目に、事務組織及び機構の取扱いがございますけれども、本日は参考資料として資

料の３－４を添付しておりますので、後ほどご参照下さるようにご紹介いたします。 
 それから４ページと５ページをお開き下さい。 
 ４ページの 13、一部事務組合等の取扱い（その１）でございますが、次のページ、５ペ

ージの上の８のところでございますが、祁答院町の施設でございます、財団法人鹿児島勤

労者いこいの村と、番号の 11、こしき海洋深層水株式会社と甑島商船株式会社を追記して

おります。本件につきましては、位置づけを株式財産の観点から、協定項目の５、財産の

取扱いとするか、組織形態の観点から、13、一部事務組合等の取扱い（その１）とするか

を検討いたしまして、ここの区分としたものでございます。この本件につきましての本日

の参考資料は、資料の３－５ということで提出しておりますので、これも後ほどご参照下

さい。 
 それから同じく５ページの 13、一部事務組合等の取扱い（その２）でございます。 
 会長のごあいさつにもございましたように、東部地区との一部事務関係の２件につきま

して、次のように修正しております。まず内容の説明をいたしましてから、次に主な経過

も説明させていただきます。 
 それでは５ページの中ほど、13、一部事務組合等の取扱い（その２）でございますが、

１番目が、「薩摩郡東部衛生処理組合の構成団体である入来町と祁答院町については、合併

の日の前日に当該組合を脱退し、新市において合併の日に旧入来町・祁答院町の区域を当

該組合に委託する。委託料の額及び財産並びに職員の取扱いについては当該組合及び構成

団体の協議を行い、合併までに調整する。」ということに変更しております。 
 それから３番目の、「川薩地区介護保険組合の構成団体である川内市・樋脇町・入来町・
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東郷町・祁答院町・里村・上甑村・下甑村・鹿島村については、合併の日の前日に当該組

合から脱退し、新市において合併の日に当該組合に加入する。」この３番目につきましては、

内容的にはいわゆる一部事務組合、一組の継続ということでございます。 
 ただいま説明いたしましたように、番号の１の衛生関係につきましては、12 月 24 日の

法定協におきましては、２町分を新市直轄とする協議方針でございましたが、昨日の会長

協議によりまして、２町分を組合に委託する方式での提案となっております。 
 それからその２番目に串木野樋脇清掃組合との決定事項が書いてございますが、一組に

係ります意思決定と調整方針の平等性から、１番と２番目の表現は同じ内容となっており

ます。 
 それから３番目の介護保険につきましては、12 月 24 日につきましては、新市直轄の協

議方針でございましたが、本日、一部事務組合方式の継続ということで、ご提案申し上げ

ております。 
 それでは経過の説明をいたしますが、関連がございますので、前の資料、資料２に返り

ますが、お手数ですけれども、資料２の 16 ページをお願いいたします。 
 昨年の 12 月 24 日と同様の説明に形態になりますけれども、重要な関連がございますの

で説明させていただきます。 
 なお、少しお時間をいただきまして、長くなりますけれども、極めて重要な項目であり

まして、また、年末、それから年始め、大きな動きがございますので、これから説明いた

します。 
 まず昨年の 12 月 24 日が川薩地区の法定協でございまして、先ほど説明いたしましたよ

うに、衛生も介護の直轄の協議方針で承認されております。それから 12 月 25 日から、記

載のとおり動きがありますので、内容を説明いたします。 
 12 月 25 日、県庁の県副知事、出納長、総務部長、西中須室長に協議状況を報告してお

ります。 
 それから１月６日、県庁におきまして、西中須室長と協議を行いました。県といたしま

しては、昨年末から東部地区に対しまして、衛生業務を一組でなく、委託方式とする調整

案を提示し、検討させているということでございます。 
 同日、１月６日、川内市役所内で、薩摩東部法定協の事務局長、次長との協議を行いま

した。東部の事務局といたしましては、12 月 23 日の３町長・助役の協議結果として、１

点目が衛生も介護も一組の継続でお願いしたいということ、２点目が３町の直轄方式では

新まちの財政運営が極めて厳しいということの報告がありました。 
 それから記載はしてございませんけど、動きといたしまして、１月７日付で東部の法定

協から、一部事務組合に係る打開策案というタイトルでＦＡＸ文書の送付がありました。

内容といたしましては、打開策案ということで、１点目が衛生については一組継続の方針

で協議をお願いしたいということ、２点目は一組継続ができない場合、新市と新町の新た
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な一組が設立されるまでの間は、入来町と祁答院町分を委託、受託する方式とする。３番

目が新市長と新町長の間で、県地方課長、市町村合併推進室長の立ち会いのもと、基本的

な事項の確認契約書を取り交わす。以上の方向で調整を図るものとするという記載でござ

いました。 
 それを受けまして、ここには記載してございませんが、１月８日、先週、幹事会がござ

いまして、その中で我々事務局といたしましては、12 月 24 日が協議方針としての承認で

ございましたので、１月 15 日、本日の提案が調整方針に変更される可能性があることを

含めて説明し、幹事会としては了承されました。 
 それからこれも記載してございませんので、口頭でご報告いたします。 
 幹事会同日、１月８日、助役会を開催いたしまして、これまでの協議経過や、県が東部

地区に示しました打開調整案の状況、串木野樋脇清掃組合との取扱い、整合、バランスを

総合的に勘案いたしまして、衛生については入来町と祁答院町分を委託する方式と、介護

については一組継続を東部法定協に伝えることを確認いたしました。 
 なお、後ほども出てまいりますけれども、この衛生業務を委託方式でよしとする理由と

いたしましては、主な点だけ申し上げますが、基本的には県のほうが仲裁の労を取ってい

ただきまして、東部にご提示されました調整案の検討結果といたしまして、１点目が委託

方式でございますと、東部地区が直轄方式の課題としている住民サービスの維持、物の流

れ、住民負担の軽減、現有施設の有効活用は全て解決するということ、２点目がすでに決

定済みの串木野樋脇清掃組合との調整方針を合わせ、整合、バランスを取る必要があると

いうこと、それから３点目が東部地区に対しましては、川薩地区 12 月 24 日の意思決定と

して、衛生も介護も直轄の協議方針から、衛生は委託で介護は一組継続という大幅な譲歩、

歩み寄りになっているということでございます。 
 それからＦＡＸの中に、一組を表記して欲しいというようなことがございましたが、こ

の事務レベルの検討結果といたしましては、１点目が新市長と新町長の確認契約書は、新

市長と新議会の権限に属するものであるということ、２点目が同じく決定済みの串木野樋

脇清掃組合とのバランスがあるということ、３点目が東部地区から将来の一組等、出てま

いりますけれども、東部衛生組合の経営合理化が必要とされていること、４点目が浄化槽

の点検委託料に大幅な差額問題がありますが、東部地区としての調整が必要であるという

ことでございます。 
 それから１月９日が、記載されておりますけれども、宮之城町の役場内で薩摩東部法定

協の事務局長、次長と協議いたしました。 
内容といたしましては、東部の事務局からは、１点目が引き続き一組継続でお願いした

いということ、２点目が衛生については２町分の委託、受託でもよいけれども、一組が設

立されるまでの間は委託方式とか、期限を明記した覚書、担保が欲しいという要望がござ

いました。 
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 川薩事務局といたしましては、まず衛生について、２町分を委託する方式と、介護の一

組継続を東部に協議文書、メモ文書として渡しました。２点目は川薩の立場から、合併協

定項目以外に覚書を取り交わすことの困難さと合わせまして、１月８日の助役会の意見集

約を伝えたところでございます。３点目がすでに両法定協で消防につきましては双方直轄

で合意しておりますが、将来のことの表記がないので、消防の広域再編の協議が、今後、

なされないということはない、書いてないから、今後、協議は始まらないということにな

らないということも申し上げました。それから４点目は東部衛生処理組合の経営合理化の

必要性を伝えました。５点目に東部事務局といたしましても、この経営コストのことが課

題であるという認識でございました。 
 それからこれは書かれておりませんけれども、１月 13 日付になりますが、再度、東部

の事務局から薩摩郡東部衛生処理組合の取扱いというタイトルでＦＡＸ文書の送付があり

ました。 
 内容といたしましては、調整案という題目で、１点目が入来町と祁答院町分を、委託、

受託する方式とするということ、２点目が組合解散後は新さつま町に委託するということ、

それから３点目が委託期間については、現有施設が存在する間とするということ、４点目

が委託料の額、財産、職員については合併までに調整するということでございました。 
 なお、この委託期間の現有施設が存する間というのは、今から申し上げます付帯条件の

中に移してもいいというような発言もございました。 
 そして付帯条件といたしまして、１点目が委託期間など委託に係る基本事項については、

新市長と新町長が、県地方課長、市町村合併推進室長の立ち会いのもと、契約書を取り交

わすものとするということ、このことについては、東部の法定協会長と川薩の法定協会長

が、市町村合併推進室長の立ち会いのもと、川薩地区の合併調印式の前までに、すなわち

来月２月 19 日までに文書で確認を行うこと。このようなことが条件としてついておりま

した。 
 そして 16 ページの下から２段目になりますけれども、このことを受けまして、全体的

に１月 13 日、県のほうと協議に赴いております。 
 それから１月 14 日、昨日になりますが、会長のごあいさつにもございましたように、

昨日の報告をいたしますと、昨日の夕刻、東部法定協の北村会長と事務局長が来庁されま

した。川薩地区は、森会長、局長、次長等で対応いたしました。北村会長からの要望が、

先ほど申し上げましたような１月 13 日付のＦＡＸ文書の内容等のやり取りがあったわけ

でございます。 
そして、協議の最終結果といたしましては、両会長の協議結果といたしまして、１点目

が先ほど説明いたしましたように、衛生は委託、介護は一組継続の調整方針に合意し、北

村会長、事務局長とも、本日、１月 15 日、川薩法定協の提案を了承されました。２点目

が川薩地区としまして付帯条件がございましたけれども、昨日は要望として受けとめ、首
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長会、県との協議が必要であることを伝えました。それからやり取りの中で川薩側の意見

としては、合併協議におきましては、将来の取り組みも含めまして、基本的には相互の信

頼関係の問題であるということも意見が出されました。それから４点目が新市長と新町長

との確認契約につきましては、基本的に根本的に新市長と新議会の権限に属するのではな

いかというような意見も出されました。それから４点目の内容が東部地区からの付帯条件

という形でお願いでございますけれども、他方、川薩地区としましても、東部衛生組合の

経営合理化が必要であるということの意見が出されました。５点目が東部法定協の会長さ

んとしましても、組合の経営コストが課題であるという認識はお持ちでございました。 
 以上で昨日までの、特に一組、東部衛生関係の説明を終わります。 
 それではまた、合併協定書の一組の説明が長くなりましたけど、引き続き資料の３－１

のほうにお戻り下さい。 
 資料の３－１、合併協定書の８ページをお願いいたします。 
 添付資料の紹介の形になりますが、資料３－１の８ページ、合併協定項目 23－３、電算

システム事業関連の「薩摩川内市地域情報化計画」、これにつきましては、末尾のほうに※

で書いてございますが、別冊資料の３－２でございます。情報化計画は資料の３－２でご

ざいますので、後ほどご参照下さい。 
 それからこの資料の 19 ページをお願いいたします。 
 協定項目の一番最後になりますけれども、合併協定項目番号 24、まちづくり計画（市町

村建設計画）関連の資料につきまして、書かれておりますように「薩摩川内市のまちづく

り計画」につきましては、別冊の資料の３－３でございます。まちづくり計画は、本日、

資料の３－３として提出してございます。 
 それから説明の最後になりますが、資料３－１の 20 ページをお願いいたします。 
 ここからのページにつきましては、２月 19 日開催予定の調印式に係ります、調印書の

様式の素案でございます。事務局のほうも先進例に倣いながら作っておりますが、20 ペー

ジが構成９市町村の首長さん方の署名と押印の欄でございます。20 ページから 21 ページ

になります。 
 開けていただきまして 22 ページをお願いいたします。 
 22 ページのほうに立会人の欄がございますけれども、この一番上の段が、他市に倣いま

して、特別立会人ということで、鹿児島県知事さんの署名欄でございます。その以下、合

併協議会の委員ということで、川内市助役から始まっておりますが、首長さん以外の５名

の方々を、22 ページ、川内市が書かれております。 
 以下、順次、23 ページをご覧いただきますと、樋脇町長さん以外の、５名の樋脇町の法

定協の委員の皆様の署名欄ということで、しております。 
 この様式の詳細につきましては、今後、幹事会等で詰めていきます。 
 以上で、提案第 54 号、合併協定書案についての説明を終わりますけれども、本日は提
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案で持ち帰りになりますので、だいぶではございますが、詳細につきましては各合併担当

課長が説明いたしますので、そちらのほうにもお尋ね下さい。 
 長くなりましたけれども、以上で提案理由の説明といたします。よろしくお願いします。 

 
森卓朗会長 

 ただいま提案第 54 号、合併協定書案につきまして、事務局のほうから説明がございま

したが、何かご意見、ご質問ございませんか。 

 
上野一誠委員 

 持ち帰り議案ですから、また持ち帰って確認をしなければいけませんが、ちょっと提案

理由で確認をしておきたいことがあります。 
 ５ページの先ほど事務局のほうから説明がありました、一部組合の取扱いの件でありま

すけれども、基本的にはいろいろ、前回も私は、お互い法定協同士の問題で、できるだけ

慎重を期してと、よりいい方法の中でご提案されたらというようなご意見も申し上げてき

たわけですが、何とかこうして、それぞれの会長同士が議論し合って、１つの打開策でこ

のような方向性が至ったということは、大変いいことではないのかなというふうに思って

おります。 
 いろいろ報告の中でも触れられましたように、薩摩東部がこのことを了解する背景には、

付帯条件として非常に委託期間というものを実際は心配していらっしゃるということが、

事実だと思うんです。言わば委託というのは、１年１年の契約になるのか、そのへんは分

かりませんが、非常に新市になって、即、そのことが委託されないという部分になると不

安なんだと。したがって、そういうことのないように、いろいろ現有施設がある期間とか、

あるいはいろんなその期間にすごく懸念をされていらっしゃるというのが事実だというふ

うに思っております。 
 そうしますと、文言上はこれで、お互いが理解をされたという解釈になると思うんです

けれども、そこらあたりの問題は、今後、事務局で十分議論はされるとは言え、このこと

が、この法定協の中で、明確にされないままに理解をしておいていいものなのかどうなの

か、そのへんの解釈の仕方を少し、考え方を教えて下さい。 

 
森卓朗会長 

 私のほうから、ちょっとただいまのご質問に対しまして、お答えいたしておきます。 
 ご案内のとおり、先ほどから一部事務組合、とりわけ東部衛生処理組合のし尿、ごみ等

の処理対策につきまして、いろいろと協議をしてきたわけですが、その中で、当初は宮之

城を中心とする東部衛生処理組合では、入来と祁答院が抜けられたので、我々はもう直轄

でやると言われた。自分達でやると、あなた達はあなた達のほうでやりなさいということ
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で、昨年の２月から、そういう意見を出され、協議をしてきたと。 
 そして、私ども皆さん方の議会にもお諮りいたしまして、皆さん方にお諮りいたしまし

て、私どもとしては継続でお願いしたいのだけれども、自分達だけでやると言われるから、

やむを得ないので、新市としては直轄方式でやらざるを得ないということで、12 月の 17
日までは、そういう形で皆様方に説明し、私もそれを受けて対応して、直轄方式でやむを

得ないということで、新市で直轄でやっていくと。 
入来、祁答院のごみ、し尿についてもそうしていくということで話し合いをして、協議

をしてきたわけですが、12 月 17 日に、それはまたどうもすみませんでしたと、考え方が

またちょっと住民の皆さん方の意見が変わってきまして、住民説明会等をしたら、いろん

なしこりも最初はあったけれども、それは解けてきましたと、今度は継続でまたやりたい

と思うので、直轄方式は薩摩東部衛生のほうは取り消しますと、一部事務組合で継続でや

っていただくようにして欲しいという、またお願いをしてこられましたので、12 月 24 日

を１週間前に控えて、非常に戸惑ったわけですが、12 月 24 日の協議会の中では、３択出

して、どうしますかと、直轄でいきますか、どうしますかということでお諮りしたわけで

すが、直轄もやむを得ないと、こういう意見にまとまったわけでありますけれども、その

後、ごあいさつの中で申し上げましたとおり、協議の中で、あるいは県の合併対策の推進

室長さん方のお取り計らいによって、このままではいけないということで、何とか直轄方

式はやめて、向こうの言われる、向こうの施設を使って、祁答院町、入来町はやっていた

だくようにお願いしたいというお話もありましたので、では串木野と樋脇がやる委託方式、

これでどうでしょうかという、いろんな案も出てまいりましたので、では一歩譲って、そ

れでいきましょうということで、昨日、最終的に委託方式でいきましょうやと、薩摩川内

市のこの川薩地区法定合併協議会は、祁答院と入来についてはそうしましょうということ

で、話がまとまったわけであります。 
 そのあとの、がしかし、おっしゃるとおり、あとの委託の期間について、担保を取りた

いとおっしゃったわけですね。委託期間をずっと現有施設が運転する限り、現存する限り

というお話でありましたが、それは運転をする限りということでしょうけれども、委託は

ずっと続けて欲しいということでございましたので、それは私も現在の管理者としては、

余命いくばくもない任期がまいりますので、また新市のこれは議会と新市の市長で、特に

委託料の契約というのは単年度契約が原則となっていますので、それを現時点において長

期間に渡って約束をするような文書、確認書、契約書、そういうものについては、一切、

私としては今の立場では書けるはずがないので、今日は話を承ったということで、昨日は

この付帯条件の項については、お互い持ち帰って、関係市町とまた協議をしてみたいとい

うことで、お引き取りをいただいたわけであります。 
 その中で、委託方式とするということについては、両方合意がＯＫでございましたので、

今日はこういう形で提案をさせていただいたところであります。 
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 そこで私もその会議の中で、昨日の管理者との協議の中で、祁答院、入来、そして宮之

城を含む３町、全部で５町の中では、委託方式でやるということについて、もう合意して

いると、そういうお話でありました。県のほうもそれについては了承して、また、立ち会

いのもとに確認書なり、覚書なり、契約なりを、県のほうもそういうふうに了承している

と、こういうような表現をされましたものですから、今日、調整会議が少し長くなったん

ですけれども、両町の首長さん、助役さんに確かめたところであります。 
 そのようなことには了承してないというお話でありますので、ちょっと話が違っている

なと思っているところであります。 
 そういう状況でありますが、ここでちょうど上野委員のほうから意見が出ましたので、

私も実はこの県の西中須室長さんに、県としてもそういう契約書なり、立ち会いをして、

合意をする旨の何かご指導、ご意見をなさって、そういうふうにさせるからとか、そうい

うふうに指導するからというご発言があったんだろうかということで、私ももう誰もご意

見がなければお尋ねをしてみたいと思ったところであります。そこらあたり、一応、第一

段階、ちょっと置いていただけませんか。よろしゅうございますか。ちょっとそのご意見

を聞いて、私もまた、上野委員もまたお話があるだろうと思います。 

 
西中須浩一顧問（県地方課市町村合併推進室長） 

 ご指名ですので、県の西中須でございます。 
 この東部衛生処理組合の問題につきまして、今まで説明がございますように、24 日で川

薩の法定協としては、直営でやるという方針が、一応、決まった段階で、今後、どういう

ふうに施設を有効に使っていくかという観点で、両方の合併協議会事務局ともお話をしま

して、今までのような案が出ております。 
 その中で、一番心配されている、薩摩東部のほうの心配されているのは、あの地域にあ

ります施設を有効にどう使っていくかということで、やはり将来に渡って活用できるよう

な形で、是非お願いをしたいというお話もございましたけれども、今、会長さんがおっし

ゃいますように、将来の問題という整理でございます。 
 ただ、それについては、首長さん同士のお話の段階で、その要望という形で申し上げら

れたらどうかということで、その問題については、今後、協議をする中で、どういう委託

の方法がいいのか、その施設を有効に使っていくためにはどうしたらいいのかというのは、

今後、また協議をいただく話で、そういう方向になるという話ではないということは、薩

摩東部の会長さんのほうにも申し上げております。 
 今後、両方の合併協議会で、その施設を有効に使うという観点から、是非、隣町になり

ますので、そこらへんはお互いの立場を十分ご検討いただいて、解決を見出していただけ

ればなというふうに思っています。それについて、将来についての問題は、こういうふう

になりますよというのを、県としてきちっとそういう形で確約をしているということはご
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ざいません。 
森卓朗会長 

 そこで、何かその確約書を取り交わすとか、県が立ち会いをするとか、そういうことに

ついてはお話はしていらっしゃらないわけですか。 

 
西中須浩一顧問（県地方課市町村合併推進室長） 
 先ほど申しましたように、その今後どういうふうにやっていくかというのについては、

県として両方の法定合併協議会と十分話をしながら、その施設が有効に使われるような形

を作っていきたいというふうには申し上げておりますけれども、それはあくまでも今後の

協議の中でということでございます。 

 
森卓朗会長 

 そういうことでありますので、まだこれからの協議と、付帯条件の期間を明記するとか、

県が立ち会って協定書を取り交わすとか、そういうことまでの話にはまだなっていないと

ころであります。 

 
上野一誠委員 
 一応、今日は提案ですから、一応、それは理解しております。 
 ただ、これを提案するに当たって、付帯条件を飲まないとこれは理解できないんだよと

いうものが、やはり一方であるとすれば、そこらあたりもあったもんですから、あえて確

認をさせていただいたんです。 
 それで、このことについては、私は率直に北村町長にも、発言のやはりそういう責任と

いうか、やはりこういうことになった責任というのが率直に、やはりお詫びをされるべき

だということも申し上げました。そして、そのことによって、入来あるいは祁答院の議会

にも、そのようなちゃんとした文書を持ってお詫びもされましたし、また、我々特別委員

会にもお出でいただいて、そういう失礼があったことはお詫びをされたということも事実

です。 
 したがって、我々５ヶ町の議会としても、お互いにいい合併をするのであれば、こうい

うことが後を引かないように、例えどっちみちいずれにしても５ヶ町の議会の議決が必要

な案件であるわけですから、この間も関係の議会で集まって、そのことはお互いに気持ち

よくそういうことができるようにしていこうではないかという議論の中に、先ほどの報告

のように、このことは理解をしているわけであります。 
 したがって、後々やはりそういうことも、今、要望が出ていることも含めて、十分にご

協議をいただいて、よりよい方向をしていただきますように要望しておきたいと思います。 
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森卓朗会長 

 要望でありますので、今後、付帯条件というこの項目について、こちらのほうが理解を

示して飲んでいくのか、あるいは話が物別れになるのかは、今後の協議になると思います

が、今、５町の議会の皆様方では、そういう話し合いがなされて、一緒にやっていこうと

いうことですね。首長さん方はちょっと意見が違っていたような気がしますので、これか

らの協議と、また、県の地方課の合併推進室の室長さんのご指導やらいただかなければい

けないと思います。法的なやっぱり関係も出てくると思います。 
長期に渡って、委託料というものの関係の見通しを文書でもって、後年度にずっとやり

ますよということについて謳っていけるのかどうか。また、その新しい首長、新しい議会

の中で、毎年予算措置をした中でやっていかなければならないものなのかどうか。いろい

ろ私も勉強しないといけないということで、昨日、北村管理者のほうにも、お互い話をし

ておりますので、今日は持ち帰りでございますので、また、皆さん方のご意見も、また今

後、この会議で出てくると思いますので、よろしくご理解をいただきますように、また、

いい知恵を出していただきますように、お願い申し上げておきます。 
 ほかにございませんか。 
 一緒に行こうとしますというと、薩摩川内市になりました場合は、私もちょっと意見を

申し上げたわけですけれども、ごみ、新しい議会ができて、これはもうその時は私のほう

も外野でやっているなということになるかも知れませんけど、議会の皆さん方、議長さん

方がおられるわけですけれども、ごみの１トン当たりの、今の川内市のクリーンセンター

における焼却の１トン当たりの単価はどの程度なのかということで、資産をして出せとい

うことなんですね。 
 今度は樋脇町が串木野に委託する、そこの串木野のごみの委託料は１トン当たりいくら

かと。だいたい１万２、３千円でございますと、こういう数字が。 
 では、薩摩東部の今のごみの処理の単価はどの程度かということでこうしますと、だい

たい 50％近く、新しい設備ということもありますでしょうし、機能もいい施設だと思うん

ですが、50％ぐらい高いんですね。そこらあたりの平均をどうしていくか。あるいは合併

処理浄化槽の１年に１回の点検をしなければいけないんです。これらの点検料は、川内の

場合で取りますというと、５人槽から７人槽で、だいたい２万２、３千円が単価です。こ

れはいろいろあれがあるんでしょうけれども、山間部とかいろんなあれもあるんでしょう

けど、４万円近くあるわけです。差があるんですよ。 
 だから同じ薩摩川内市になった時に、そこらあたりも、委託した場合も同じ料金で、薩

摩川内市の市民は等しく平等であるように受け入れていただけるのかどうか。そこらあた

りも、私もその先のことまであんまり心配しないで私自身はいいのかも知れませんけれど

も、そういうのを考えるというと、そういうのもおたくのほうでも勉強して整理をしてい
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ただかなければいけないと。こういうことを夕方まで延々と話をしたりして、コストの引

き下げとかそういうものについても努力するという北村管理者のお話でありましたが、こ

の問題はいろいろ協議をして、いろいろ調整していかなければ、現時点で単純に、期間を

ずっとやっていきますということを文書で書くことについては、ちょっといかがなものか

ということで、昨日、話が、付帯条件についてはまとまらなかった。 
 しかし、それぞれ持ち帰って、また、お諮りはしてみますということでございましたの

で、委託にするということだけはご了承いただきました。あとがまだもやもやですので、

おっしゃるとおり協議をしていかなければいけないと、このように思っておりますので、

持ち帰りでございますから、また、皆様方のお知恵をお借りしたいと思います。 
 一部事務組合の関係、これでよろしゅうございますか。 
 では、ただいま合併協定書案につきましては、特に一部事務組合の関係の経過説明等を

含めて時間をかけましたけれども、今日はお持ち帰りでございますので、この程度でこの

項については終わりにさせていただきたいと存じます。事務局いいですか。 
 それでは２番目の名付け親大賞等の選定、１、名付け親大賞についてを議題といたしま

す。説明をお願いします。 

 
田中良二事務局長 

 資料２の７ページをお願いいたします。 
 （２）名付け親大賞等の選定（抽選）でございます。 
 新市の名称といたしまして、薩摩川内市と応募されました 792 名の中から、名付け親大

賞１名の抽選と、名付け親賞 10 名の抽選を、ただいまから行いたいと思います。 
 ７ページの様式が、ご覧のとおり、名付け親大賞１名の欄の整理番号、それからその下

の欄が名付け親賞 10 名の抽選された方の氏名記載欄ということでございます。 
 なお、抽選されました応募者の氏名等を、委員の皆様に確認していただくために、資料

４といたしまして、「薩摩川内市」応募者一覧表というのを配布してございます。このあと、

少しご活用いただきます。 
 なお、進行からございましたように、この資料４につきましては、会議終了後に回収の

取扱いとさせていただきます。 
 ８ページをお願いします。 
 ８ページが参考資料といたしまして、賞品及び贈呈対象者等の決定方法ということで、

本件につきましては、昨年８月 12 日の第３回法定協で承認された事項でございます。 
 それでまず分けた抽選ということで、議長の指示がございましたが、１の賞状及び副賞

につきまして、①名付け親大賞１名、右にございますように、賞状及び 10 万円分商品券

（但し、児童・生徒の場合は 10 万円分図書券）、さらに地元特産品ということでございま

す。 
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 それから２のところにいきますけれども、名付け親大賞の決定方法ということで再確認

いたします。 
新しい市の名称として選ばれた作品の応募者の中から、抽選を行い１名を決定する。抽

選は川薩地区法定協の会場の場において公開で行う。抽選方法は、対象作品の応募者の氏

名・住所に番号を付け一覧表にし、抽選箱に番号を記載した用紙を入れて、会長が抽選を

行うというものでございます。 
 まず議長、再確認になりますけど、この決定方法の再確認をお諮りいただいてから、会

長のほうで１名を具体的に抽選の作業をお願いいたします。 

 
森卓朗会長 

 説明が終わりましたが、この会長ではなくて誰か、女性参画の時代だから、女性の皆さ

ん方の中からやってもらえれば。会長がするというと、ちょっと調子が悪いような気がし

ます。あとで恨まれるのでは。 

 
田中良二事務局長 

 この決定方法の再確認でよろしければ、具体的にもう決定しておりますので、会長のほ

うで１名の抽選を、是非、お願いしたいということでございます。 

 
森卓朗会長 

 これはもう決定しているの。 

 
田中良二事務局長 

 上に、申し上げましたように、昨年８月 12 日の法定協でしましたので、内容の確認の

意味でお諮りしたいということでございます。 

 
森卓朗会長 

 ８月にもう決めてあったわけ、これは。 
 そういうことだそうでございます。できれば私は今日は女性の方にと思ったんだけれど

も。 

 
田中良二事務局長 

 それでは、ただいまの決定状況、確認事項に添いまして、漢字の薩摩川内市に応募され

ました 792 名の方の番号を付した箱を担当が持ってまいりますので、皆さんの公開の場で

１名の抽選を会長が行います。 
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森卓朗会長 

 ではそういうことで、もう前もって決めてあったということでございますので、ご了承

いただきたいと思います。 
（抽選箱から 1 名抽選） 
森卓朗会長 

 193 番。 

 
田中良二事務局長 

 ただいま森会長が名付け親大賞を抽選されまして、資料４の４ページ、通し番号193番、

川内市の川畑洋一さんが名付け親大賞に抽選、選定されましたので、ご報告いたします。 
 法定協の委員の皆様には、お手元に資料４がございますので、間違いはないと思います

けれども、４ページの 193 番目、間違いなく森会長の抽選はこの番号でございました。 
 それでは引き続きまして、資料の８ページをお願いいたします。 
 資料２の８ページでございますが、議長、次の作業に進めさせてよろしいですか。 
 ただいまの名付け親大賞１名が選定されましたので、次の作業といたしまして、８ペー

ジの１の賞状及び副賞について、②名付け親賞、最高 10 名でございます。これも８月に

確認済みではございますけれども、賞状及び１万円分の商品券（但し、児童・生徒の場合

は１万円分の図書券）及び地元特産品ということでございます。 
 この３の名付け親賞の決定方法でございますが、これも決定事項でございますので、報

告のみといたします。 
 新しい市の名称として選ばれた作品の応募者で「名付け親大賞」の抽選から漏れた者の

中から最高 10 名を、会長・副会長が抽選で行う。抽選方法については、名付け親大賞の

例によるものとするとなっております。 
 本日は今別府副会長が公務出張中でございますので、森会長と黒瀬副会長に、各５名ず

つの抽選をお願いしたいということで、お願いしたいのですが。 

 
森卓朗会長 

 では黒瀬副会長のほうから、５名をまずお引き下さい。 
（黒瀬副会長抽選箱から 5 名抽選） 
森卓朗会長 

 580 番、151 番、226 番、567 番、267 番。もう一回言って下さいね。 
 今度は私が５枚。 
(森会長抽選箱から５名抽選) 
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村岡斎哲総務広報班員 

 527、430、466、231、696 番です。 

 
田中良二事務局長 

 それでは、ただいま森会長、黒瀬副会長のほうで選んでいただきましたので、番号のほ

うだけ取り急ぎ報告して、次のほうにお願いいたします。 
 まず黒瀬副会長が選ばれました番号だけを申し上げます。151 番目、それから 226、267、
567、580、以上、５点でございました。 
 それから森会長の抽選によりまして、231、430、466、527、696、以上の５点、合計

10 点でございます。 
 氏名等につきましては、その他の欄でもまとめて、後ほど確認させていただきますので、

以上で抽選のほうを終わります。 
 なお、それから資料の８ページをお願いいたします。 
 資料の８ページの５の各賞の決定時期、発表、贈呈についてとございますが、確認の意

味で申し上げます。 
 ただいま薩摩川内市に応募されました方の中から 11 名が親大賞と親賞に選ばれました

けれども、８月時点での申し合わせでございますけれども、特に一番下の欄でございます。

贈呈につきましては、「名付け親大賞」のみ抽選で決定した協議会の次回の協議会、すなわ

ち１名の方につきましては次回、１月 29 日の協議会において贈呈を行うものでございま

す。以上でございます。 

 
森卓朗会長 

 名付け親大賞の選定につきましては、名付け親大賞、名付け親賞、ただいま決定をいた

したところであります。 
 では引き続きまして報告事項につきまして、これから協議に入ります。 
 まず①の第８回新市名称等検討小委員会の報告についてを議題といたします。事務局の

説明を求めます。 

 
山元温冶新市名称等検討小委員会副委員長 

 新市名称等検討小委員会の副委員長を務めさせていただきます、東郷町の山元でござい

ます。 
 ただいま会長のほうから小委員会会議の報告を求められましたが、本日は田中委員長が

所用で欠席されておりますので、委員長に代わり私が新市名称等検討小委員会設置規程第

７条の規定に基づきまして、第８回新市名称等検討小委員会会議のご報告をいたしたいと

思います。資料の９ページをお開き下さい。 
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 第８回新市名称等検討小委員会は、12 月の 24 日水曜日、第 12 回法定協議会終了後に

開催をいたしました。会議は小委員会委員 18 名全員が参加し、協議が行われました。 
 協議事項は、協議第 12 号、新市名称応募者の中から優秀賞の選定についての１件でご

ざいました。 
 新市名称応募者の中から優秀賞決定につきましては、新市名称候補として協議で提案さ

れました５点から、新市名称として 12 月の 24 日の第 12 回協議会で決定されました漢字

の薩摩川内市以外の４点から、作品ごとに５名ずつ、合計 20 名の優秀賞を決定いたしま

した。 
 20 名の皆様の氏名等の報告は、事務局長にお願いするということで、第８回新市名称等

検討小委員会の報告とさせていただきますと共に、この第８回新市名称等検討小委員会の

会議で、私達小委員会としての協議、調整は終了となりました。以上、ご報告いたします。 

 
森卓朗会長 

 ありがとうございました。 
 ただいま第８回新市名称等検討小委員会の報告について、山元副委員長のほうから報告

がありました。詳細について、事務局のほうから何か補足説明がありましたらして下さい。 

 
田中良二事務局長 

 ９ページのほうで、ただいま山元副委員長からご報告があったとおりでございます。 
 ご覧のとおり、整理番号１から４番までございますが、小委員会の全員の出席のもとで、

全員の皆様が抽選に携わっていただきました。 
 まず整理番号１の「さつま市」につきましては、応募者 310 名の中から５名でございま

す。２番目の「薩摩市」につきましては、335 名の応募者の中から５名が選ばれました。

番号の３番目、「さつま川内市」につきましては、1,202 名の中から５名の方が選ばれまし

た。４番目の「川薩市」につきましては、589 名の応募者の中から５名が選ばれました。 
 住所・氏名等は列記のとおりでございまして、合計 20 名の皆様でございます。以上で

終わります。 

 
森卓朗会長 

 ただいま小委員会の報告がありましたが、何かご意見、ご質問ございませんか。 
 ないようでございますので、漢字の「薩摩川内市」以外の名称から外れた４つの市名に

ついて、その中から 20 名の方を選んだということでございますので、名簿は９ページに

記載のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 
 続きまして２番目の薩摩川内市まちづくり計画についてを議題といたします。事務局の

説明をお願いします。 
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古川英利計画班長 

 計画班、古川でございます。 
 薩摩川内市まちづくり計画につきましては、県知事協議を経て、前回の協議会で決定さ

れました。その後、計画書をいわゆる合併特例法第５条第４項に基づきまして、鹿児島県

知事へ 12 月 25 日、総務大臣へ１月５日付で提出したことを報告いたします。 
 なお、今後、総務大臣から国土交通大臣など、国の関係行政機関の長に計画書が送付さ

れることになります。説明は以上です。 

 
森卓朗会長 

 薩摩川内市まちづくり計画について、これまでの経過と今後の取扱いについて報告をい

したましたが、何かご質問ございませんか。 
 特別にないようでございますので、ご了承いただきたいと存じます。 
 引き続きまして３番目の事務の進捗状況について、関連がございますので４番目の９専

門部会の進捗状況についてを一括して事務局から説明をしていただきます。各班長、説明

を随時お願いします。 

 
森園一春総務広報班長 

 ページの 11 ページでございます。事務進捗状況についてでございます。まず総務広報

班からでございます。 
 協議会だよりでございます。１月 30 日に第７号を発送予定でございます。第７号につ

きましては、第 12 回、第 13 回の協議会分でございます。 
 ホームページにつきましては、１月 14 日現在、アクセス件数が 17,146 件ございました。 
 議事録作成、新市名称につきましては、お目通しを願いたいと思います。 

 
古川英利計画班長 

 引き続き計画班でございます。 
 １月 13 日に、まちづくりフォーラムの委員の方々へ、決定されました計画と住民説明

会資料について説明し、意見交換を行いました。これでフォーラム委員の皆様の予定され

た活動は終了となりました。 

 
奥平幸己調整班長 

 続きまして調整班でございます。一番下の欄でございます。 
 事務事業の一元化関係につきまして、12 月 15 日から 12 月 31 日まで、専門部会延べ７

回、分科会延べ 31 回の開催となっております。 
 また、７月 10 日からの全体としましては、専門部会が 70 回程度、分科会が 500 回程度、
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調整会が 60 回程度ということで、約 630 回程度の会議を重ねてきております。 
 続きまして 12 ページをお開きいただきたいと思います。９専門部会の進捗状況につい

てでございます。 
 各部会とも事務事業の細部調整を引き続き行い、例規の一元化調整等を行ってきており

ます。 
主なものにつきまして、部会のほうの報告を申し上げますと、総務部会におきましては、

現在、職員の定数、事務分掌等の調整に取り組んでおります。 
 また、企画財政部会におきましては、地区コミュニティ協議会制度の調整の検討をして

おります。 
 また、住民健康福祉部会では、社協との調整等も進めながら行っておりますが、社協の

ほうにつきましては、１月 22 日、第４回の協議会を開催予定でございます。 
 電算情報部会につきましては、システム統合作業や新市のネットワークの詳細調整とい

うことで、取り組んでおります。 
 以上で報告を終わります。 

 
森卓朗会長 

 もう全部報告は終わりですね。 
 何か、ただいま３と４について報告をいたしましたが、委員の皆様方からご意見、ご質

問ございませんか。 
（なしの声） 
 ないようでございますので、一応、３、４の項目については終わりにさせていただきま

す。 
 ⑤一部事務組合についてを議題といたします。事務局長の説明をお願いします。 

 
田中良二事務局長 

 報告の資料といたしましては 16 ページでございますが、先ほどの合併協定書案のとこ

ろで説明いたしましたので、ダブりますので省略いたします。 
 最後に、口頭になりますけれども、お願いと報告をしておきます。 
 本日をもって一部事務組合の生活密着型につきましても、全て提案済みでございますの

で、限られた時間でございますけれども、慎重審議の上、是非、２月 19 日には承認して

いただくように、重ねてお願いいたします。 
 それから最後に今後の一組協議の方法なんですけれども、我々法定協事務局と併せまし

て、一部事務組合の事務局の仕事が大変重要になってまいります。 
１点目には、一部事務組合の組織規約の改廃につきましては、一組事務局が構成市町村

に対しまして、共通議案の素案策定の仕事が出てまいります。 
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２点目は、多額の財産があるわけで、プラスマイナス、資産と負債がございますが、そ

の財産処分の方法検討と、関係市町村への金額の提示というのが出てまいります。 
３点目は、本日、議題にありましたように、一部事務組合から委託方式に切り替える場

合、委託料の算定方法と資産金額の提示を求められます。当然、委託料の算定には、これ

までの実績がございますので、これまでの一組負担金との関係、あるいはごみ処理料が関

係してまいります。 
 それから一番重要になってまいりますのが、一組は県知事の許認可、介在がございます

ので、それと併せまして、一部事務組合の構成市町村が協議する場の設定を、一組事務局

の仕事としてこれから回数も増えてまいります。 
 以上で終わります。お願いします。 

 
森卓朗会長 

 一部事務組合についての今後の取扱い等について説明いたしましたが、何かご意見ござ

いませんか。 
 特別にないようでございます。先ほど出ましたご意見等も含めて、これからそれぞれの

構成する一部事務組合の関係市町村、協議が重ねられていくと思いますので、よろしくお

願いを申し上げます。 
 続きまして⑥各市町村住民説明会についてを議題といたします。事務局の説明をお願い

します。 

 
奥平幸己調整班長 

 調整班でございます。資料のほうは 17 ページをお開き下さい。 
 前回、12 月 24 日に住民説明会の日程につきまして、お示ししておりました。その中で

変更が生じておりますので、ご説明を申し上げたいと思います。 
 資料の 52、53 番、一番左端の番号でございますが、52、53 番でございます。 
 上甑村の、当初の予定ですと、２月の５日に開催予定でございましたが、ここが２月の

３日に変更になっております。他の町村につきましては、現在のところ変更は聞いており

ませんので、予定どおり実施されることになると思います。 
 以上で説明を終わります。 

 
森卓朗会長 

 住民説明会、これから各地域で行われますが、どうかひとつ合併事務局の職員も、でき

るだけそれぞれの会場、出身地の市町村の会場にも出向かせる予定でございますが、関係

市町村の職員の皆さん方には、ひとつ十二分、住民の皆さん方に説明ができるように、ひ

とつ体制を取ってやっていただきたいと存じます。 



 26

 何かございませんか。 

 
奥平幸己調整班長 

 申し訳ございません。資料の２月３日、曜日のところが木曜日となっておりますけれど

も、火曜日の誤りでございます。ご訂正のほうを申し訳ございません、よろしくお願いい

たします。 
 曜日が木曜日となっております。上甑の太枠で囲った２月３日のところが、火曜日に訂

正をお願いいたしたいと思います。申し訳ございません。 

 
森卓朗会長 

 17 ページ、黒枠で囲んであるところの曜日が木曜日になっていますが、火曜日の間違い

でありますので、ご訂正方お願いします。 
 この項、何かご質問ございませんか。 
（なしの声） 
 ないようでございますので、住民説明会の項はこれで終わります。 
 続きまして、その他でございますけれども、委員の皆さん方から、この際、何かご意見、

ご質問ございませんか。 
（なしの声） 
 特別にないようでございます。 
 では続きまして、次回協議会の開催等について、あるいは合併協定項目（46 項目）の協

議状況について、合併協議会スケジュールにつきまして、一括して事務局から説明をいた

させますので、説明をして下さい。 

 
司会者（川野眞司事務局次長） 
 事務局でございます。 
 まず先ほど、会長、副会長による抽選で、名付け親賞にご当選されました 10 名の方に

つきまして、発表させていただきたいと思います。 
 まず 151 番、川内市の柏木昌子様、それから 226 番、鹿児島市の小牧保雄様、それから

231 番、川内市の小牟田裕子様、それから 267 番、川内市の佐多康彦様、それから 430 番、

川内市の中園敏雄様、それから 466 番、里村の西薗まなみ様、続きまして 527 番、里村の

日笠山昇様、それから 567 番、川内市の福山謙司様、それから 580 番の川内市の二見洋一

郎様、続きまして 696 番の里村、山下三男様、以上でございます。 
 賞状等の発送がございますので、また、後ほど事務局のほうから連絡をしたいと思いま

す。 
 続きまして次回の日程等でございます。資料が 18 ページでございますが、次回の協議
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会は１月の 29 日に川内市で予定しております。ご協議いただきます内容は、本日提案い

たしました合併協定書案のご審議ということになっております。よろしくお願いいたしま

す。 
 それから資料が 20 ページでございますが、廃置分合申請に至るまでの協議会等での審

議スケジュールになっております。後ほどお目通し方、よろしくお願いいたします。 
 以上でございます。 

 
森卓朗会長 

 その他につきまして、次回開催日程、合併協定項目、合併協議会スケジュール、説明い

たしましたが、何かご質問ございませんか。 
 特別にないようであります。事務局も何もないですか。 
 本日予定されました議事につきましては、これで全て議了をいたしました。皆様方のご

協力に深く感謝を申し上げます。 
 新市名称の決定の名付け親になられました方々も、本日、決定いたしまして、大変、受

賞決定を受けられました方に対しましても、心からお祝いを申し上げる次第であります。 
 どうかひとつこれからまだまだ大きな山があると思いますが、皆様方のご協力を得まし

て、とりあえず住民説明会をまずは無事に終わりたい。そして、いろいろなご意見が出て

まいると思いますので、またそれを持ち寄って、できるだけ住民の皆さん方の意見を酌ん

で、これから合併の方向に向かって、作業をまたさらに進めてまいりたいと思いますので、

委員の皆さん方のご協力、ご支援を賜りますようによろしくお願い申し上げまして、座長

の役目を終わらせていただきます。 
 本日は大変ご苦労様でございました。 

 
司会者（川野眞司事務局次長） 

 それでは以上をもちまして、第 13 回川薩地区法定合併協議会を終了いたします。あり

がとうございました。 
 なお、資料４の名称応募者一覧表につきましては、回収いたしますので、机の上に置い

て帰って下さいますよう、よろしくお願いいたします。 
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